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令和４年度 事業計画書 

公益財団法人一橋大学後援会 

公益財団法人一橋大学後援会は、令和４年度において、その目的を達成するため、

定款第４条各号の規定に基づき次の事業を実施する。 

事業計画総額  ７１，３５６千円

Ⅰ 一般事業  １５，９２６千円 

１．教育・学術研究活動に対する支援            １４，７２６千円

（１）教員等海外派遣事業                      ０千円

   次の指針に基づき選考された若手教員等の海外における研究活動（調査、研 

究及び資料収集等）に対して旅費等を支援。 

    ・全学的に公募すること 

    ・満 45 歳未満であること 

    ・派遣期間は６か月以上であること 

    ・一人に対して 2,500 千円を上限とすること 

     ・派遣者の義務として、後援会及び如水会が主催するセミナー等（如水会

員・一般市民等も含む）の講師を担当すること 

    ・研究活動成果を大学 WEB サイトで広く一般に向け公表し、学外における

講演会等においても発信する 

令和４年度に関しては、昨年度のコロナ禍により予算執行できなかった経費 

残があるため、今年度の支援を見送る。 

（２）大学運営等支援事業                      ０千円 

   大学及び各部局等における運営を円滑に推進するための経費支援。 

   大学に関連する組織及び地域社会との交流活動等において大学運営に必要な 

経費を支援。 

 令和４年度の事業は見送ることとする。 

（３）学生教育等支援事業                 １２，５８７千円 

  ①学生相談支援                    １０，２４０千円 

    学生支援センターの学生相談室に配置するフルタイムのカウンセラーと、 

来室学生の受容と相談内容の確認、他部署との連携、相談員への適切な振り 

分け及び緊急性の判断などの対応が行える専門性（臨床心理士等の資格）を 

有した受付インテーカー等の雇用経費を支援。 

  ②就職支援                       ２，３４７千円 

    学生支援センターのキャリア支援室が実施する学生の就職活動の支援のた 

め、個別就職相談対応のスポットキャリアアドバイザーの雇用や学生や一般 

企業等の利便性に資する、就職支援管理ベータベースの利用に必要な経費を 

支援。 
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（４）アカデミア支援事業                  ２，１３９千円 

   日本社会や地域が抱える諸問題点を地方都市にて、本学の保有する知的資源 

  を活用した分析・解決の方策等の提唱するため、一般市民にも開放するシンポ 

ジウムの開催経費を支援。 

   今年度も、関西アカデミア及び中部アカデミアの開催し、本学の知的資源を 

活用した社会貢献事業としての経費を支援。 

２．教育・研究の国際交流に対する支援            １，２００千円 

（１）外国人研究者招聘支援事業                   ０千円 

  ①外国人研究者等招聘                      ０千円 

    本学と世界のアカデミック・コミュニティとの連携を強化並びに学術研究 

の発展と国際交流を促進し、広く社会へ貢献することを目的とした、卓越し 

た業績等を有する外国人研究者等の招聘に必要な経費を支援。 

 令和４年度に関しては、昨年度のコロナ禍により予算執行できなかった経

費残があるため、今年度の支援を見送る。  

  ②国際交流セミナー                       ０千円 

    若手研究者や学生の研究教育の意識向上、及び世界に羽ばたく人材の育成 

   を目的として、海外から著名な研究者を招き、本学での講演を「一橋大学国 

   際交流セミナー」と題して、研究科及び研究所が実施する国際交流セミナー 

（一橋大学のみではなく、他機関の研究者も参加可能であり、国内の研究者 

等も含めて国際競争力の向上に資する）を開催（年間 50 件程度）の実施に必 

要な経費を支援。 

令和４年度に関しては、昨年度のコロナ禍により予算執行できなかった経

費残があるため、今年度の支援を見送る。 

（２）国際化支援事業                        ０千円 

   本学の国際化の推進に向けて、海外の大学等との国際交流イベント実施、海 

外留学フェア等における通訳謝金、新規渡日留学生の送迎及び各種サポート、 

学生国際交流に伴う海外渡航費支援、謝金・レセプション等に必要な経費を支 

援。 

 本事業は、我が国の高等教育の質向上、国際的学術ネットワークの確立・進 

展にも資する事業として位置付けている。 

令和４年度に関しては、昨年度のコロナ禍により予算執行できなかった経費 

残があるため、今年度の支援を見送る。 

（３）受入交換留学生（インバウンド）奨学金事業       １，２００千円 

   海外大学に在籍する優秀な学生を交換留学生として受け入れることで、本学

学生の英語でのコミュニケーション能力向上と派遣留学先の多様化を図るため、

交換留学生向けに奨学金を支給するための経費を支援。 

（年間、約 200 名の交換留学生が対象）。 

令和４年度に関しては、昨年度のコロナ禍により予算執行できなかった一部 

経費残があるため、今年度は不足分を支援する。 
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Ⅱ 指定事業  ４８，２３０千円 

○寄附者の寄附目的に沿った事業 

１．指定事業費（Ａ）武山基金                １，０３０千円

研究者の研究成果出版を支援する目的で寄附された基金。 

  主に若手研究者を対象とし、今年度は１件分の出版を支援。 

２．指定事業費（Ｂ）学問風土育成基金            ２，８００千円

講義実施を支援する目的で寄附された基金。 

  今年度においては、次の講義実施に係る人件費などの必要経費を支援。 

   １．如水会が開講している「寄附講義」 

    １）社会実践論（学部教育） 

    ２）キャリアゼミ（学部教育） 

   ２．公認会計士如水会の協力を得て商学部が開講している講義 

     Interactive Course on Business Basics(Accounting)(学部教育） 

３．指定事業費（Ｃ）課外教育振興基金           ４０，０００千円

課外教育を支援する目的で寄附された基金。 

  体育及び文化に係る各クラブ等の積極的な活動に係る必要経費、活動拠点（他

大学との練習試合や交流戦）の設備・物品の整備・充実及び活動報告書作成経費

等を支援。 

４．指定事業費（Ｅ）植樹会基金                 ５００千円

一般市民にも開放された、本学のキャンパス（緑地）整備を支援する目的で寄

附された基金。 

一橋大学のキャンパス緑地計画に基づき、植樹会が実施する事業を支援。 

５．指定事業費（Ｆ）障害学生支援基金                ０千円

  障害を持つ学生を支援する目的で寄附された基金。    

  障害を持つ学生の就学及び生活上の各種支援及び障害を持つ学生を支援する教 

職員及び学生等への各種支援。 

  令和４年度の事業は見送ることとする。 

６．指定事業費（Ｇ）大学史編纂基金             １，０００千円 

  一橋大学史編纂を支援する目的で寄附された基金。    

  学園史資料室の整備、資料の整備、目録作成及び一般公開に対する支援。 
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７．指定事業費（Ｈ）HEPSA 交換留学生基金           ０千円

  本学学部学生の海外派遣留学を支援する目的で寄附された基金。    

  交換留学生の旅費等の支援を行うが、派遣に必要な基金が十分確保されていな 

いことから、令和４年度の事業は見送ることとする。 

８．指定事業費（Ｉ）傘寿記念基金        ２，６００千円

  如水会員の傘寿を記念として、学生生活の向上を支援する目的で寄附された基 

金。 

  令和４年度は、引き続き、一般市民にも開放される図書館に設置した「傘寿記 

念基金文庫」の充実を図る。 

９．指定事業費（Ｊ）育児支援基金             ３００千円

  男女共同参画事業の一環として、本学の教職員・学生を対象とした育児を支援 

する目的で寄附された基金。 

  令和４年度は、対象となる教職員及び学生のベビーシッターの派遣等の事業に 

必要な経費を支援する。 

10．指定事業費（Ｋ）災害奨学基金           ０千円

  災害等により経済的な被害を受けた学生及び院生を支援する目的で寄附された 

基金。 

  令和４年度の事業は見送ることとする。 

Ⅲ 管理費   ７，２００千円 

１．管理費                         ７，２００千円 

  当後援会の管理、運営及び広報活動等に必要な経費を計上する。 

  令和４年度においても、寄附金の増収を図るべく、主として、次の事業を 

 実施する。 

   １）一橋大学への各種支援事業の内容とともに、当後援会の寄附金が税額控

除の対象であることの周知を引き続き展開する。 

   ２）各事業に係る広報について、ホームページの活用・充実を図る。 

   ３）アニュアルギフトによる利用者拡大を図る。 

   ４）指定事業の各関係者（課外教育振興基金においては OB・OG 会も含め）と

の連携強化を図る。 

以 上 




